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ドローンは人を乗せるか
～ 空飛ぶクルマ開発の現状と成立に向けた課題 ～
株式会社 野村総合研究所
ICT メディア・サービス産業コンサルティング部
副主任コンサルタント　名武  大智

1 はじめに

　最近、新聞やニュースで無人航空機（以下「ドロー

ン」）関連の情報を目にすることが多くなっている。

小型ドローンについては、2015 年の首相官邸にお

けるドローンの墜落事故、それに起因した運用ルー

ルの整備、DJI に代表される中国製品の台頭やユー

スケースの広がりが話題になっている。

　最近特に注目が集まっているのが、「空飛ぶクル

マ」「エアタクシー」といった人を乗せる大型のド

ローンだろう。空飛ぶクルマについては、2017 年

にライドシェアサービスで有名な Uber がドローン

による都市部の輸送を目的とした取り組み「Uber 

Elevate」を発表し、同時期に中国の Ehang が屋外

実証の様子を公開するなど、海外の先行事例が注目

されてきた。しかし、2018 年 8 月に経済産業省と

国土交通省が合同で「空の移動革命に向けた官民協

議会」を設置し※ 1、国内ベンチャー企業が相次いで

開発を発表するなど、国内でも活動が活発になって

きた。

　本稿では、空飛ぶクルマの活用イメージを整

理した後、関連する外部環境を PEST（政治的 P

＝ political、経済的 E ＝ economic、社会的 S ＝

social、技術的 T ＝ technological）のフレームワー

クに沿って考察を示しつつ、空飛ぶクルマがいつご

ろビジネスとして成立するのか、という仮説を構築

してゆく。

2　空飛ぶクルマはどのような活用が想定されるか

　空飛ぶクルマの活用可能性については以下のよう

に整理される。

①都市部における地上移動の代替

　現在世界全体で都市部への人口流入が進んでお

り、交通渋滞が大きな社会課題となっている。空

に新たな移動モードを設けることで、都市部の利

便性を高める施策として期待されている。

②遠隔地における移動インフラ

　人口減少に伴い、地方の移動インフラの維持は

大きな課題である。空飛ぶクルマは地上では到達

が難しい山間部や離島の移動が容易で、従来の航

空機に比べると離発着場所や運航者への投資が少

なくて済むというメリットもある。

③観光利用　

　欧米では小型有人航空機によるエアタクシー

サービスや、山岳地域でのヘリコプター遊覧サー

ビスなどが存在するが、空飛ぶクルマによって導

入コストが下がり、日本の山間部でも同様のサー

ビスが展開できる可能性がある。

④物資の輸送 

　現在、日本各地で小型ドローンによる物資輸送

の実証が行われているが、空飛ぶクルマによって

運搬重量や航続距離が向上すると、サービスの幅

が広がると期待される。大型の機体のほうが空中

における安定性が高いため、災害発生直後の緊急

物資輸送などへ活用できる可能性もある。
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　このように空飛ぶクルマは、日本が抱える社会

課題の解決に寄与する技術として注目を集めてい

るといえる。

3 P ＝政治的外部環境  

 ～空飛ぶクルマ成立に必要な法整備～

　法規制を考える上で、まず空飛ぶクルマの定義が

必要になる。航空法におけるドローンの定義は「飛

行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構

造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作

又は自動操縦により飛行させることができるもの

（200g 未満の重量〔機体本体の重量とバッテリーの

重量の合計〕のものを除く）」※ 2 となっている。空

飛ぶクルマはパイロットがいないものの人を乗せる

構造になっているので、ドローンとしてではなく、

航空機として規制が適用されると考えられる（図表

1）。

　航空機の法規制は、機体に関するものと、機体の

運用に関するものの、大きく二つに分類される。機

体に関するものについて最も影響があるのは、「耐

空証明」と呼ばれる機体の設計・製造過程・完成機

の安全性に関する証明の取得といえよう。国土交通

省の HP によると、「航空機は、有効な耐空証明を

受けているものでなければ、航空の用に供してはな

らない」とあり※ 3、空飛ぶクルマが人を乗せてビ

ジネスに活用されるためには、何らかの「耐空証

明」が必要になると想定される。空飛ぶクルマはパ

イロットが搭乗しない点でこれまでの航空機と考え

方が大きく異なるため、耐空証明取得には、実証を

通じて少しずつ試験飛行実績を積み上げる他に有効

な方法がなく、相当な時間がかかると想定される。

なお、耐空証明は米国の連邦航空局（FAA）、欧州

航空安全機関（EASA）も発行しており、それぞれ

※ 1　経済産業省 HP：「空の移動革命に
向けた官民協議会」https://www.meti.
go.jp/shingikai/mono_info_service/
air_mobility/index.html
※ 2　国土交通省 HP：「飛行ルールの対
象となる機体」https://www.mlit.go.jp/
koku/koku_fr10_000040.html
※ 3　国土交通省 HP：「航空機及び装
備品に対する証明制度」https://www.
mlit.go.jp/koku/15_bf_000070.html

図表 1　航空法における「空飛ぶクルマ」の分類 

  出所）各社HPよりNRI作成

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/air_mobility/index.html
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html
https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000070.html
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で取得した証明を認める相互認証制度をとっている

ため、海外（特に米国と欧州）で耐空証明が取得さ

れた機体が日本に入ってくることも十分に考えられ

る。

　機体の運用に関する法規制については、空飛ぶク

ルマを使った旅客事業が航空法における「航空運送

事業：他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で

旅客叉は貨物を運送する事業」に該当するため※ 4、

国土交通大臣から許可を得る必要があると考えられ

る。一般的な航空事業者の場合、免許を持ったパイ

ロットや安全運航を支援する職員などで安全性を担

保するが、既存の空港やヘリポートなどに離発着場

所が限定される上、維持コストが膨大になるため、

安全性とサービス自由度双方が維持できる空飛ぶク

ルマ専用の制度策定が求められるだろう。

4 T ＝技術的外部環境 

 ～各国における開発の進展と課題～

　現在、世界各国で空飛ぶクルマを開発している主

な企業をまとめた（図表 2）。先述の通り、人を乗

せる航空機は各国の航空局から安全性にかかる「耐

空証明」を取得する必要があり、複雑な機構を持つ

ジェットエンジンなど内燃機関を動力にする機体製

造への参入障壁は非常に高いとされてきた。しかし、

リチウムイオン電池の大容量化や機体軽量化に関す

る技術革新によって、比較的シンプルな構造の機体

が開発可能となり、機体開発を目指すベンチャー企

業が多く立ち上がり各国で実証を進めている。

　最も知名度の高いベンチャー企業はライドシェ

ア を 手 が け る Uber だ ろ う。Uber は 2023 年 の

空飛ぶクルマを活用したタクシーサービス（以下

「エアタクシー」）の商用化を目指している。彼ら

は機体の必要スペックに基づいた基準参照モデル

（common reference models）を提供するが、機

体開発そのものは Aurora Flight Sciences、Bell と

いった機体メーカーとパートナリングを締結して

いる。また、関連有識者やメーカー、規制当局の

担当者などを招いたディスカッションの場「Uber 

Elevate Summit」を 2017 年から 3 年連続で開催

したり、関連技術の開発状況や現状の課題に関する

白書を作成したりするなど、エアタクシー実現に向

けた環境整備にも力を入れている。

　他方、実証で先行するのはドイツの Volocopter

であり、2019 年にシンガポールで世界初のエアタ

クシー実証を予定している。これは、垂直離発着ポー

ト（vertiport）を開発・運営している Skyports と

共同で実施されるもので、Skyports によると 2022

年中にシンガポールにおける実用化を目指している。

　独自性のある技術で注目を集めているのは、同じ

くドイツの Lilium で、電力で駆動するジェットエ

ンジンを搭載した機体によって、他社機体を大幅に

上回る航続距離 300km を実現可能としている。

国内ベンチャーとしてはトヨタ自動車出身のメン

バー等による有志団体 CARTIVATOR によって設立

された SkyDrive が、国内の公道を走行可能な、世

界最小の空飛ぶクルマを開発している。この開発中

の機体は 2020 年の東京オリンピック開会式で聖火

点灯デモを目指しており、国内で最初に空飛ぶクル

マを見る日は意外と遠くないかもしれない。

　このように世界中で機体開発が進んでいるが、今

後各社が設定する実用化・商用化の目標に達するた

めにはさまざまな技術課題を解決する必要がある。

まず、先述のリチウムイオン電池は大容量化が進む

ものの、複数人を乗せて長距離を飛行するためには

不十分とされる。より高いエネルギー密度を持つ動

力も検討されるが、燃料電池は安全性の観点から実

用化には時間がかかり、ガソリンを燃料とする内燃



4

Vol.194
September 2019

機関で発電し、動力を得る「ハイブリッド方式」は

機体構造が複雑になるため、ヘリコプターメーカー

など限られたプレーヤーのみ開発が可能という状況

である。

　動力と同じく、機体デザインもイノベーションが

必要な領域である。エアタクシーは滑走路を必要と

しない垂直離着陸型機体（Vertical Take-Off and 

Landing Aircraft、以下「VTOL 機体」）が前提とな

るため、垂直方向／水平方向それぞれに推力が必要

となる。異なる方向の推力をいかに効率的、かつ安

定的に得るのかは重要な課題であり、各社が異なる

アプローチで挑んでいる（図表 3）。一般的にマル

チコプター型 VTOL 機体は安定性が高いが水平方向

※ 4　国土交通省資料：「航空運送事業の
許可について」https://www.mlit.go.jp/
common/001122457.pdf

図表 2　各国における主な機体開発主体 

  出所）各社HPよりNRI作成

https://www.mlit.go.jp/common/001122457.pdf
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移動におけるエネルギー効率が悪くなるため長距離

飛行には不向きで、都市部内の短距離移動、いわゆ

る「ちょい乗り」に適している。他方、可変翼もし

くは可変ローター型、ジェット推力偏向型 VTOL 機

体はホバリング時のエネルギー効率が悪くなり、離

発着数を少なくする必要があるため、空港と都市部

を結ぶ「シャトル便」が適している。有人航空機も

ヘリコプターとジェット機があるように、空飛ぶク

ルマも用途に応じて異なる機体デザインが導入され

ると考えられる。

5 S ＝社会的外部環境

 ～社会は空飛ぶクルマを受け入れるのか～

　新しいサービスは社会で受け入れられるまで時間

がかかることが多いが、空飛ぶクルマも例外ではな

い。ここでは、空飛ぶクルマの社会受容性を高めて

いくための課題について考察する。まず最も大きな

問題は安全性への懸念である。搭乗者はもちろん、

飛行に関係しない地上の人からも理解を得る必要が

あるが、飛行機の墜落は社会に与える影響が大きい

ため、非常に高いレベルの安全性が担保されなけれ

ばならない。例えば、国際航空運送協会（IATA）の

リポート※ 5 によると 2018 年の全世界の商用航空

機の事故数は 62 件、発生率は 100 万フライトあた

り 1.35 回（74 万フライトに 1 回）と、非常に低

い水準であることが確認される。参考までに国土交

通省に報告される小型ドローンのトラブルは 2018

年度だけで 79 件あった※ 6。もちろん現在のドロー

ンはホビー用途が多く、墜落時の影響が小さいため

大きな問題となっていないが、今後ドローンが都市

部で活用され、人を乗せるようになるためには、機

体メーカーと運用者両方が安全性に対する認識を根

本から変える必要があるだろう。

　もう一つの課題として騒音が挙げられる。先述

の機体ベンチャーである Volocopter によると、マ

ルチコプター型機体から 30m 離れていても New 

York 市の路肩よりも高いレベルの騒音が発生する

（図表 4）。成田空港に離発着禁止時間帯があるよう

に、空を飛ぶ移動手段を提供する事業者は何らかの

図表 3　空飛ぶクルマの主な機体デザイン 

  出所）各社HPよりNRI作成
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騒音対策を講じる必要があるだろう。

　加えて、空を移動する際、高層マンションの上階

や壁に囲まれた私有地など、これまで見えていな

かった場所が見えるようになるため、地上のプライ

バシーをどのように保護するのか、についても世論

の理解を得る必要がある。

6 E ＝経済的外部環境　

 ～空飛ぶクルマはビジネスとして成立するか～

　最後に、空飛ぶクルマはビジネスとして成立する

可能性があるのか、想定される顧客ニーズと、利用

料金から考察する。Uber によると、空飛ぶクルマ

は乗用車による移動と比較して大幅に移動時間を短

縮できる、としている（図表 5）。また、空の移動

は公共交通機関と異なりプライベート空間が確保さ

れることも強みである。

　料金についてはバッテリーや機体デザインに加

え、離発着場所や運航管理のあり方などに影響を受

けるため、現時点での予測精度は高くない。ただし、

Uber の発表によると、サービス開始時点において、

先進国ではハイエンドタクシーと同程度、途上国で

はタクシーの 3 倍程度と想定されている（図表 5）。

このような状況から、空飛ぶクルマの顧客は、移動

図表 4　騒音レベルの比較 

  出所）Volocopter白書「PIONEERING THE URBAN AIR TAXI REVOLUTION」よりNRI作成

※ 5　IATA HP：「2018 Airline Safety 
Performance」https://www.iata.org/
pressroom/pr/Pages/2019-02-21-01.aspx
※ 6　国土交通省資料：「平成 30 年度　無
人航空機に係る事故トラブル等の一覧（国
土交通省に報告のあったもの）」https://
www.mlit.go.jp/common/001238140.pdf

図表 5　タクシーとエアタクシーの移動時間・料金比較 

  出所）Uber「Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation」よりNRI作成

https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-02-21-01.aspx
https://www.mlit.go.jp/common/001238140.pdf
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速度向上を追求する富裕層やビジネスパーソンに限

定されると考えられる。

7 おわりに　～空飛ぶクルマはいつごろ、

 どこで成立するのか～

　ここまで、空飛ぶクルマの成立に向けた取り組み

と想定される課題を整理した。技術的には世界各国

のメーカーが 2020 年代前半の商用化に向けて開発

を進める一方、制度設計や社会受容性の獲得が課題

となるだろう。これらの状況を踏まえると、2020

年代前半の「商用化」は規制緩和に積極的な国にお

ける試験的なものにとどまり、耐空証明を取得し

た空飛ぶクルマが本格的に運用されるのは 2025 ～

2030 年ごろになると考えられる。

　なお、国内における導入は、まず中山間および離

島から先に進むと考えられる。小型ドローンの物流

利用では、補助者なし目視外飛行が 2018 年度に解

禁されてから、中山間地域や離島等で実証が多く確

認される。これは人口減少に伴う輸送インフラの効

率化にドローンを期待する地方公共団体と、都市

部などでの本格的な導入を前に実績の積み上げを狙

う民間事業者それぞれの思惑が合致して成立してい

る。空飛ぶクルマでも、安全性リスクやステークホ

ルダー間の調整が煩雑な都市部での導入前に、社会

課題の解決を目的に中山間地域や離島などで官民連

携プロジェクトが組成され、新たな移動の考え方が

検討・実証されることが期待される。

　日本が今後この領域でイニシアチブを取るために

は、上記のような社会課題の解決を目的としたプロ

ジェクトを通して、有人航空機の耐空証明や運航基

準の考え方を取り入れた技術開発および制度設計を

官民が連携して進めていく必要がある。空飛ぶクル

マにはセンサーやバッテリーなど日本が得意とする

領域が多く含まれており、航空機業界で存在感が薄

かった日本が今後どのように巻き返しを図るのか、

期待して注視したい。




